
令和４年９月１日現在 

商品名 としんカードローン 

ご利用いただけ

る方 

Ａ．保証金額１０万円～１００万円 

・申込時年齢が満２０歳以上６５歳未満の方 

・安定継続した収入がある方 

・当金庫の営業地区内に居住または勤務しておられる方 

・日本国籍を有する方、または永住者もしくは特別永住者である方 

・（一社）しんきん保証基金の保証が受けられる方 

Ｂ．保証金額１１０万円～３００万円 

・申込時年齢が満２０歳以上６５歳未満の方 

・当金庫の有担保住宅ローンの実行先（実行予定先を含む）または完済後３ヵ月以内の先 

・前年年収が３００万円以上の方 

・当金庫の営業地区内に居住または勤務しておられる方 

・日本国籍を有する方、または永住者もしくは特別永住者である方 

・（一社）しんきん保証基金の保証が受けられる方 

お使いみち 
・健全で文化的な生活を営むために必要な資金（消費性資金）であり、事業資金・投機的資

金・旧債返済資金等は除きます。 

ご融資限度額 ・１０万円以上３００万円以内（１０万円単位） 

ご融資方法 

・カードローン専用カードを郵送いたします。カード到着後、ＡＴＭ・ＣＤでのご利用とな

ります。 

 ※ＡＴＭ・ＣＤによる１日利用限度額は１００万円となります。また、専用カードが届く

までは、ご利用（お借入）できませんのでご了承ください。 

ご利用期間 ・３年（ご契約期限前に再審査させていただき、自動更新となります） 

ご融資利率 ・当金庫所定の利率を適用させていただきます。 

ご返済方法 

・毎月元金定額返済方式となります。なお、ご返済額は、貸越限度額により次のとおりとな

ります。 

 貸越限度額  １０万円の場合     毎月のご返済額  ５，０００円 

 貸越限度額  ２０・ ３０万円の場合 毎月のご返済額 １０，０００円 

 貸越限度額  ４０・ ５０万円の場合 毎月のご返済額 １５，０００円 

 貸越限度額  ６０～１００万円の場合 毎月のご返済額 ２０，０００円 

 貸越限度額 １１０～２００万円の場合 毎月のご返済額 ３０，０００円 

 貸越限度額 ２１０～３００万円の場合 毎月のご返済額 ４０，０００円 

※ご返済は、毎月１０日（休日の場合は、翌営業日）となります。 

※お利息は、貸越残高に毎月加算されます（毎日の最終残高にて、付利単位を１００円、１

年３６５日とする日割計算） 

担保・保証人 ・原則として必要ありません。 

保証会社 一般社団法人しんきん保証基金 

保証料 ・保証料はご融資利率に含まれています。 

必要書類 

①ご本人確認資料【原則 運転免許証等】 

②所得確認書類【公的所得証明書、源泉徴収票、確定申告書控等】 

 ・ただし、保証金額１００万円以下の場合は、不要となります。 

手数料 
・カード発行手数料は不要です。 

・カード再発行手数料 １，１００円（消費税含む） 

苦情処理措置・

紛争解決措置 

・苦情処理措置 

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引店または総務部（9 時～17 時、電話：0763-

22-2200）にお申し出ください。 

・紛争解決措置 

富山県弁護士会紛争解決センター（電話：076-421-4811）、金沢弁護士会紛争解決センター

（電話：076-221-0242）、福井弁護士会紛争解決センター（電話：0776-23-5255）、東京弁

護士会紛争解決センター（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会仲裁センター（電話：

03-3595-8588）、第二東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3581-2249）をご利用いただく



ことにより、紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫

営業日に上記総務部または全国しんきん相談所(9～17 時、電話 03－3517－5825)にお申

し出ください。なお、上記仲裁センター等は、東京都以外の各地（一部地域を除く）のお

客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会

において、上記仲裁センター等とテレビ会議システムを用いて共同で紛争の解決を図る方

法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）もあり

ます。 

詳しくは、前記弁護士会等または総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせくだ

さい。 

その他 
・審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

・また、現在のご融資利率については、当金庫の本支店にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


